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我国 の官吏服制 は，おおむね明治期に於て創定された

もので， 維新後，政治体制 の整備 に伴い順次,太政官 達，

勅令等によって制定 された。これ らの制服は，それぞれ

の職務， 階級 などによって特色あ る形態を示し， 当時の

中央集権的官 僚主義 を発揮し た。初期にあっては，諸制

度が欧米 の先進国 を原型 として仰い だ如く，制服もそれ

らを模倣したものが多かった。例えば，陸 軍軍服 がフラ

ンス，海軍がイギ リス風，林務官服がドイツの森林 官に

似 たも のであったな どである。 やがて官僚機 構が， 大陸

進出の帝国主義化す るに伴って軍国調一色に塗りっ ぶさ

れ，従って服制 仏 税関などの一部 を除い て独 得の軍国

調 に変っていった。これら明治期における官 吏服 制の発

生 とそ の変遷をさぐ り，その特質， 給与体制，国家機構

どの関連その他につい て考察し，概要をまとめた。


